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2025年改正の育児・介護休業法に関し

１．就業規則・労使協定の改定

２．運用等、その他留意点の対応

についてお話させていただきます。

※法改正の概要については「概要編」の動画をご覧ください。

はじめに



2025年4月1日 改正
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施行日
法律

改正概要

① 子の看護休暇の見直し

② 残業免除の対象拡大

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

④ 育児のためのテレワーク導入【努力義務】

⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

⑥ 介護休暇の見直し

⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備

⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

⑨ 介護のためのテレワーク導入【努力義務】

育児

介護

規則改定

規則改定

規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

運用等

運用等

運用等
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施行日
法律

改正概要

⑩ 柔軟な働き方を実現するための措置等

⑪ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
育児

2025年10月1日 改正

運用等

規則改定
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規則・労使協定の改定



2025年4月1日 改正
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施行日
法律

改正概要

① 子の看護休暇の見直し

② 残業免除の対象拡大

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

④ 育児のためのテレワーク導入【努力義務】

⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

⑥ 介護休暇の見直し

⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備

⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

⑨ 介護のためのテレワーク導入【努力義務】

育児

介護

規則改定

規則改定

規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

運用等

運用等

運用等



2025年4月1日 規則・労使協定の改定
ー①子の看護休暇の見直しー

社会保険労務士法人 大野事務所 7

改正前 改正後

■名称
子の看護休暇

■対象となる子の範囲
小学校就学の始期に達するまで

■取得事由
病気・怪我
予防接種・健康診断

■労使協定で除外可能な労働者
①引き続き雇用された期間が

6か月未満

②週の所定労働日数が2日以下

■名称
子の看護等休暇

■対象となる子の範囲
小学校３年生修了までに延長

■取得事由
感染症に伴う学級閉鎖等、
入園（入学）式、卒園式を追加

■労使協定で除外可能な労働者
①を撤廃

育児

授業参観や運動会は、法的には看護等休
暇の取得事由として認められないものの、
法を上回る措置として事業主が独自に認
めることは可能です。



改正前 改正後

■労使協定で除外可能な労働者
①引き続き雇用された期間が

6か月未満

②週の所定労働日数が2日以下

■労使協定で除外可能な労働者
①を撤廃
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2025年4月1日 規則・労使協定の改定
ー⑥介護休暇の見直しー

労使協定による除外可能な労働者は、
子の看護等休暇と同様です。

介護
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規則 改正前 規則 改正後

（子の看護休暇）
第２０条 小学校就学の始期に達するまでの子を
養育する社員は、負傷し、もしくは疾病にかかっ
た当該子の世話をするために、または当該子に予
防接種や健康診断を受けさせるために、１年間に
つき５日（当該子が２人以上の場合は１０日）を
限度として、子の看護休暇を取得することができ
る。この場合の１年間とは、４月１日から翌年３
月３１日までの期間とする。

２．前項にかかわらず、労使協定により適用除外
とされた次の各号に該当する社員は、子の看護休
暇を取得することができない。
（１）入社６ヶ月未満の者
（２）１週間の所定労働日数が２日以下の者

（子の看護等休暇）
第２０条 小学校第３学年修了までの子を養育す
る社員は、次に定める当該子の世話等のために、
１年間につき５日（当該子が２人以上の場合は１
０日）を限度として、子の看護等休暇を取得する
ことができる。この場合の１年間とは、４月１日
から翌年３月３１日までの期間とする。
（１）負傷し、または疾病にかかった当該子の世
話
（２）当該子に予防接種や健康診断を受けさせる
こと
（３）感染症に伴い学級閉鎖等になったことによ
る当該子の世話
（４）当該子の入園（入学）式、卒園式への参加

２．前項にかかわらず、労使協定により適用除外
とされた、１週間の所定労働日数が２日以下の社
員は、子の看護等休暇を取得することができない。

【引用】大野事務所_育児・介護休業等に関する規程 （03_育児・介護休業等に関する規程_202504.docx）

2025年4月1日 規則・労使協定の改定
ー①子の看護休暇の見直しー【規則改定例】 育児

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohno-jimusho.co.jp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2F03_%25E8%2582%25B2%25E5%2585%2590%25E3%2583%25BB%25E4%25BB%258B%25E8%25AD%25B7%25E4%25BC%2591%25E6%25A5%25AD%25E7%25AD%2589%25E3%2581%25AB%25E9%2596%25A2%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E8%25A6%258F%25E7%25A8%258B_202504.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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規則 改正前 規則 改正後

（介護休暇）
第２１条 要介護状態にある対象家族の介護、通
院等の付き添い、または対象家族が介護サービス
の提供を受けるために必要な手続の代行その他の
対象家族に必要な世話をする社員は、１年間につ
き５日（当該家族が２人以上の場合は１０日）を
限度として、介護休暇を取得することができる。
この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月３
１日までの期間とする。

２．前項にかかわらず、労使協定により適用除外
とされた次の各号に該当する社員は、介護休暇を
取得することができない。
（１）入社６ヶ月未満の者
（２）１週間の所定労働日数が２日以下の者

（介護休暇）
第２１条 要介護状態にある対象家族の介護、通
院等の付き添い、または対象家族が介護サービス
の提供を受けるために必要な手続の代行その他の
対象家族に必要な世話をする社員は、１年間につ
き５日（当該家族が２人以上の場合は１０日）を
限度として、介護休暇を取得することができる。
この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月３
１日までの期間とする。

２．前項にかかわらず、労使協定により適用除外
とされた、１週間の所定労働日数が２日以下の社
員は、介護休暇を取得することができない。

2025年4月1日 規則・労使協定の改定
ー⑥介護休暇の見直しー【規則改定例】 介護

【引用】大野事務所_育児・介護休業等に関する規程 （03_育児・介護休業等に関する規程_202504.docx）

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohno-jimusho.co.jp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2F03_%25E8%2582%25B2%25E5%2585%2590%25E3%2583%25BB%25E4%25BB%258B%25E8%25AD%25B7%25E4%25BC%2591%25E6%25A5%25AD%25E7%25AD%2589%25E3%2581%25AB%25E9%2596%25A2%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E8%25A6%258F%25E7%25A8%258B_202504.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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改正前 改正後

（子の看護休暇・介護休暇の適用除外者）
第５条 会社は、次に該当する社員については、
子の看護休暇・介護休暇を適用しない。
（１）入社６ヶ月未満の者
（２）１週間の所定労働日数が２日以下の者

（子の看護等休暇および介護休暇の適用除外者）
第５条 会社は、１週間の所定労働日数が２日以
下の社員については、子の看護等休暇および介護
休暇を適用しない。

2025年4月1日 規則・労使協定の改定
ー①⑥子の看護休暇・介護休暇の見直しー【労使協定改定例】

【引用】大野事務所_育児介護休業等に関する労使協定書（2025年4月以降版） （育児介護休業等に関する労使協定書_14-202504.docx）

介護

育児

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohno-jimusho.co.jp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2F%25E8%2582%25B2%25E5%2585%2590%25E4%25BB%258B%25E8%25AD%25B7%25E4%25BC%2591%25E6%25A5%25AD%25E7%25AD%2589%25E3%2581%25AB%25E9%2596%25A2%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E5%258A%25B4%25E4%25BD%25BF%25E5%258D%2594%25E5%25AE%259A%25E6%259B%25B8_14-202504.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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【引用】厚生労働省：令和６年改正育児・介護休業法に関するQ＆A（令和７年１月23日時点）

2025年4月1日 規則・労使協定の改定
ー①⑥子の看護休暇・介護休暇の見直しー【Q＆A】

小学校3年生終了まで

＝9歳以後最初の3月31日まで

●子の看護休暇が使える子の年齢

●有期契約社員への看護等休暇は、どのように付与すべきか。（法改正なし）

6ヵ月契約のパートアルバイト

でも、週3日以上勤務する労働

者には5労働日の看護等休暇・

介護休暇を与える必要がある。

介護休暇も同様

【引用】厚生労働省： 【通達】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について（令和７年10月１日）

介護

育児

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378914.pdf
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2025年4月1日 規則・労使協定の改定
ー①⑥子の看護休暇・介護休暇の見直しー【Q＆A】

●1時間に満たない休暇を申請できるか。（法改正なし）

休暇の単位は「1時間」。

実際には1時間に満たない時

間数を休んだとしても、1時

間の休暇を取得したとみなし

てよい。（※勤務した分の賃

金支給は必要。）

介護休暇も同様
休暇取得にあたり証明書類を求めることも可能ですが、労働者に過大な負担を求めな

いよう配慮することが必要です。また、証明書の提出を拒んだとしても、休暇取得の

効力には影響がないものにしなければなりません。

（子の看護等休暇 提出書類例）

・予防接種、健康診断・・・医療機関の領収書、市町村からの通知等

・学級閉鎖や入園卒園式・・・保育所等又は学校等からの通知等

介護

育児

【引用】厚生労働省： 【通達】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について（令和７年10月１日）[1,493KB]

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378914.pdf


2025年4月1日 改正
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施行日
法律

改正概要

① 子の看護休暇の見直し

② 残業免除の対象拡大

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

④ 育児のためのテレワーク導入【努力義務】

⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

⑥ 介護休暇の見直し

⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備

⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

⑨ 介護のためのテレワーク導入【努力義務】

育児

介護

規則改定

規則改定

規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

運用等

運用等

運用等



改正前 改正後

3歳に満たない子を養育する労働
者は、請求すれば所定外労働の制
限（残業免除）を受けることが可
能

小学校就学前の子を養育する労働
者が請求可能に

社会保険労務士法人 大野事務所 15

2025年4月1日 規則・労使協定の改定
ー②残業免除の対象拡大ー 育児
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規則 改正前 規則 改正後

（育児・介護のための所定外労働の免除）
第１５条 ３歳に満たない子を養育する社員が当
該子を養育するため、または要介護状態にある家
族を介護する社員が当該家族を介護するために申
し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある
場合を除き、所定労働時間を超えて労働させるこ
とはない。

２～６(略)

７．次の各号のいずれかに該当する事由が生じた
場合には、免除期間は終了するものとし、当該免
除期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
（１） (略)
（２）免除に係る子が３歳に達した場合

当該３歳に達した日
（３）(略)

８．(略)

（育児・介護のための所定外労働の免除）
第１５条 小学校就学の始期に達するまでの子を
養育する社員が当該子を養育するため、または要
介護状態にある家族を介護する社員が当該家族を
介護するために申し出た場合には、事業の正常な
運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超
えて労働させることはない。

２～６ (略)

７．次の各号のいずれかに該当する事由が生じた
場合には、免除期間は終了するものとし、当該免
除期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
（１） (略)
（２）免除に係る子が小学校就学の始期に達した

場合
子が６歳に達する日の属する年度の３月
３１日

（３）(略)

８．(略)

2025年4月1日 規則・労使協定の改定
ー②残業免除の対象拡大ー【規則改定例】 育児

【引用】大野事務所_育児・介護休業等に関する規程 （03_育児・介護休業等に関する規程_202504.docx）

動画作成時から追加しました。

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohno-jimusho.co.jp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2F03_%25E8%2582%25B2%25E5%2585%2590%25E3%2583%25BB%25E4%25BB%258B%25E8%25AD%25B7%25E4%25BC%2591%25E6%25A5%25AD%25E7%25AD%2589%25E3%2581%25AB%25E9%2596%25A2%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E8%25A6%258F%25E7%25A8%258B_202504.docx&wdOrigin=BROWSELINK


2025年4月1日 改正
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施行日
法律

改正概要

① 子の看護休暇の見直し

② 残業免除の対象拡大

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

④ 育児のためのテレワーク導入【努力義務】

⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

⑥ 介護休暇の見直し

⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備

⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

⑨ 介護のためのテレワーク導入【努力義務】

育児

介護

規則改定

規則改定

規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

運用等

運用等

運用等



改正前 改正後

3歳に満たない子を養育する労働
者は、請求すれば短時間労働をす
ることが可能

＜代替措置＞
業務の性質又は業務の実施体制に
照らして、短時間勤務制度を講ず
ることが困難と認められる業務に
従事する労働者へは、次のいずれ
かを講じる必要がある。
①育児休業に関する制度に準ずる

措置
②フレックスタイム制
③時差出勤制度
④保育施設の設置運営等

＜代替措置＞
⑤テレワーク を追加

社会保険労務士法人 大野事務所 18

2025年4月1日 規則・労使協定の改定
ー③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加ー 育児

※規則例なし
代替措置を導入している会社は、現状の
措置にテレワークを追加してください。



2025年4月1日 改正
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施行日
法律

改正概要

① 子の看護休暇の見直し

② 残業免除の対象拡大

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

④ 育児のためのテレワーク導入【努力義務】

⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

⑥ 介護休暇の見直し

⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備

⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

⑨ 介護のためのテレワーク導入【努力義務】

育児

介護

規則改定

規則改定

規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

運用等

運用等

運用等



改正後

【新設】【努力義務】

（育児）3歳に満たない子を養育する労働者が、
テレワークを選択できるように措置を講ずること

（介護）要介護状態の対象家族を介護する労働者が、
テレワークを選択できるように措置を講ずること

社会保険労務士法人 大野事務所 20

2025年4月1日 規則・労使協定の改定
ー④⑨育児・介護のためのテレワーク導入【努力】―

介護

育児
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規則 改正前 規則 改正後

なし （育児のためのテレワーク）
１．３ 歳に満たない子を養育する従業員は、本人の希望により、1 月につき 10 日を
限度としてテレワークを行うことができる。
２ ．本条第 1 項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。
３． テレワークは、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して実施す
ることができるものとする。
４ ．テレワークの実施場所は、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所（会社の認
めた場所に限る。）とする。
５．テレワークを行う者は、原則として勤務予定の２ 営業日前までに、育児テレ
ワーク申出書（社内様式○）により所属長に申し出なければならない。
６．本制度の適用を受ける間の給与及び賞与については、通常の勤務をしているもの
とし減額しない。
７．定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤
務をしているものとみなす。

育児の規定例

2025年4月1日 規則・労使協定の改定
ー④⑨育児・介護のためのテレワーク導入【努力】―【規則改定例】

「介護のためのテレワーク」も、同じように規定ができます。

その他、光熱水費の取り決めを記載するなど、別途テレワーク規程
も作成しておくことが望ましいでしょう。

介護

育児

【引用】厚生労働省：10 育児・介護休業等に関する規則の規定例（ 09.doc）

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F02.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F09.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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施行日
法律

改正概要

⑩ 柔軟な働き方を実現するための措置等

⑪ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
育児

2025年10月1日 改正

運用等

規則改定
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改正後

【新設①】
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

・事業主は、３歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下５つ
の選択して講ずべき措置の中から、２つ以上の措置を選択して講ずる

・労働者は、事業主が講じた措置の中から１つ、選択利用できる
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を

設ける必要がある

2025年10月1日 規則・労使協定の改定
ー⑩柔軟な働き方を実現するための措置等―

①～④の措置を講ずる対象は
フルタイムの労働者に限られ
ません。短時間労働者への措
置としても使えます。

育児

【引用】厚生労働省：育児・介護休業法改正ポイントのご案内 （パンフレット）（ 001259367.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
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2025年10月1日 規則・労使協定の改定
ー⑩柔軟な働き方を実現するための措置等―

【引用】厚生労働省：育児・介護休業法改正ポイントのご案内 （パンフレット）（ 001259367.pdf）

育児

「フレックスタイム制」と「時差出勤の制度」を選択した場合、

いずれも①の措置に該当するため、2つ選んだことにはなりません。

③の措置は、保育施設の設置運営に限られず、ベビーシッターの

「手配」+「費用負担」でもよいとされていることがポイントです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf


2025年10月1日 規則・労使協定の改定
ー⑩柔軟な働き方を実現するための措置等―
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改正後

【新設②】
柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

３歳未満の子を養育する労働者に対して、子が３歳になるまでの適切な時期に、事業主
は柔軟な働き方を実現するための措置として【新設①】で選択した制度（対象措置）に
関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければならない。

＜周知時期＞
労働者の子が３歳の誕生日の１か月前までの１年間
(１歳11か月に達する日の翌々日～２歳11か月に達する日の翌日まで)

＜周知内容＞
① 事業主が【新設①】で選択した対象措置（２つ以上）の内容
② 対象措置の申出先（例：人事部など）
③ 所定外労働（残業免除）・時間外労働・深夜業の制限に関する制度

＜意向聴取の方法＞
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれか
①はオンラインも可能。③④は労働者が希望した場合のみ

■意向聴取の望ましい対応
＊家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、労働者が選択した制度が適切であるか確認すること等を目的として、
上記の時期以外（育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など）にも定期的に面談を行うこと

育児
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規則 改正前 規則 改正後

なし （柔軟な働き方を実現するための措置） ※「始業終業の変更」と「テレワーク」を選択した場合の記載例
１．３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（対象従業員）は、柔軟な働き方を実現する
ために申し出ることにより、次のいずれか１つの措置を選択して受けることができる。

一 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
二 テレワーク

２． １にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。
３． １の一に定める始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの措置内容及び申出については、次のとおりとする。

一 対象従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の始業及び終業の時刻について、以下のように変更す
ることができる。
・通常勤務=午前8時30分始業、午後5時30分終業 ・時差出勤A=午前8時始業、午後5時終業
・時差出勤B=午前9時始業、午後6時終業 ・時差出勤C=午前10時始業、午後7時終業

   二 申出をしようとする者は、1回につき1年以内の期間について、制度の適用を開始しようとする日及び終了し
ようとする日並びに時差出勤Aから時差出勤Cのいずれに変更するかを明らかにして、原則として適用開始予
定日の1か月前までに、育児時差出勤申出書により人事担当者に申し出なければならない。

４． １の二に定めるテレワークの措置内容及び申出については、次のとおりとする。
一  対象従業員は、本人の希望により、１月につき10日を限度としてテレワークを行うことができる。
二 テレワークは、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して実施することができるものとする。
三 テレワークの実施場所は、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所（会社の認めた場所に限る。）とする。
四 テレワークを行う者は、原則として勤務予定の２営業日前までに、テレワーク申出書により所属長に申し

出なければならない。

《法に基づき労使協定の締結により除外可能な者を除外する例》
２．１にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの申出は拒むことができる。

一 日雇従業員
二 労使協定によって除外された次の従業員

（ア）入社１年未満の従業員
（イ）１週間の所定労働日数が２日以下の従業

【引用】厚生労働省：10 育児・介護休業等に関する規則の規定例（ 09.doc）

2025年10月1日 規則・労使協定の改定
ー⑩柔軟な働き方を実現するための措置等―【規則改定例】 育児

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F02.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F09.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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規則 改正前 規則 改正後

なし （柔軟な働き方を実現するための措置）※「フレックスタイム制度」を選択した場合の記載例
１．３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（対象従業員）は、柔軟な働き方を実現する
ために申し出ることにより、次のいずれか１ つの措置を選択して利用することができる。

一 フレックスタイム制度
二 (略)

２． 本条第 1 項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。
３． 本条第1項第一号に定めるフレックスタイム制度の措置内容及び申出については、次のとおりとする。

一 フレックスタイム制度の適用を受ける対象従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定
 に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前●時 から午前●
 時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午後●時から午後● 時までの間とする。

二 午前●時から午後●時までの間（正午から午後 1 時までの休憩時間を除く。）については、所属長の承認の
 ないかぎり、所定の労働に従事しなければならない。※1

三 清算期間は 1 箇月間とし、毎月●日を起算日とする。
四 清算期間中に労働すべき総労働時間は、●時間とする。
五 標準となる 1 日の労働時間は、●時間とする。
六 申出をしようとする者は、1 回につき、1 年以内の期間について、制度の適用を開始しようとする日及び終

了しようとする日を明らかにして、原則として適用開始予定日の 1 か月前までに、フレックスタイム申出書
（社内様式 16）により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やか

に申出者に対し、フレックスタイム通知書（社内様式 17）を交付する。その他適用のための手続等につい
ては、第 3 条から第 5 条までの規定（第 3 条第 2 項、第 3 項、第 4項及び第 4 条第 3 項を除く。）を準
用する。

4～６ (略)

2025年10月1日 規則・労使協定の改定
ー⑩柔軟な働き方を実現するための措置等―【規則改定例】 育児

「フレックスタイム制度」を新たに導入する場合

は、別途労使協定の締結も必要です。

【引用】厚生労働省：10 育児・介護休業等に関する規則の規定例（ 09.doc）

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F02.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F09.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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規則 改正前 規則 改正後

なし （柔軟な働き方を実現するための措置）
※「保育施設の設置運営（べビ－シッターの手配・費用補助）」を選択した場合の記載例
１． ３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（対象従業員）は、柔軟な働き方を実現する
ために申し出ることにより、次のいずれか１つの措置を選択して利用することができる。

一 ベビーシッターサービス
二 (略)

２． 本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。
３． 本条第1項第一号に定めるベビーシッターサービスの措置内容については、次のとおりとする。

一 対象従業員は、会社が締結した契約に基づく保育サービス会社による当該子に係るベビーシッターサービス
（以下「保育サービス」という。）を利用した際に要した費用について、会社から助成を受けることができる。
二 助成額は、従業員が保育サービスの利用に当たり支払った額の○分の○に相当する額とする。助成対象とな

る保育サービスの利用日数の限度は、年間○日とする。
   三 助成を受けるための手続等は、次によるものとする。
    （1）助成を希望する者は、原則として助成を希望する保育サービスの利用を開始しようとする日の◯日前ま

でに、保育サービス利用費用助成申請書（社内様式◯）により人事部労務課に申し出なければならない。
（2）保育サービス利用費用助成申請書（社内様式◯）が提出されたときは、会社は、速やかに当該保育サー

ビス利用費用助成申請書を提出した者に対する保育サービス利用費用助成の可否を決定し、通知する。
    （3）その他助成のための手続等については、第3条から第5条までの規定（第3条第2項、第3項、第4項及び第

4条第3項を除く。）を準用する。
   四 助成額の支給は、次によるものとする。
   （1）前号により保育サービス利用費用助成を受けることができる旨の通知を受け、保育サービスを利用した者

は、利用した当該サービスに係る当月の支払分について、保育サービス利用報告書（社内様式◯）に領
収書を添付の上、翌月◯日までに人事部労務課に提出するものとする。

（2）人事部労務課は、（1）の保育サービス利用報告書及び領収書を審査の上、当該利用額に係る助成額を口
座振込又は現金にて支払うものとする。

4～６ (略)

2025年10月1日 規則・労使協定の改定
ー⑩柔軟な働き方を実現するための措置等―【規則改定例】 育児

【引用】厚生労働省：10 育児・介護休業等に関する規則の規定例（ 09.doc）

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F02.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F09.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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規則 改正前 規則 改正後

なし （柔軟な働き方を実現するための措置）※「養育両立支援休暇」を選択した場合の記載例
１．３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（対象従業員）は、柔軟な働き方を実現する
ために申し出ることにより、次のいずれか1つの措置を選択して利用することができる。

一 養育両立支援休暇
二 (略)

２． 本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの申出は拒むことができる。
３． 本条第1項第一号に定める養育両立支援休暇の措置内容及び申出については、次のとおりとする。

一 対象従業員は、子の養育を行うために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、 1年間につき10
日を限度として、養育両立支援休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、４月1日から翌年3月
31日までの期間とする。 

   二 養育両立支援休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
三 取得しようとする者は、原則として、養育両立支援休暇申出書（社内様式18）を事前に人事部労務課に申し

 出るものとする。
４ (第1項第二号に定める措置 略)
５ 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当す
る額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。
６ 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応
する賞与は支給しない。
７ 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす

2025年10月1日 規則・労使協定の改定
ー⑩柔軟な働き方を実現するための措置等―【規則改定例】 育児

『1年間』の設定は、4～3月や1～12月など、会社で定めることが可能で

すが、看護等休暇の『1年間』と合わせた方が管理がしやすいでしょう。

なお、個人ごとに『1年間』を設定する方法も認められています。

子の看護等休暇同様、中抜けは認めなくてもOKです。

【引用】厚生労働省：10 育児・介護休業等に関する規則の規定例（ 09.doc）

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F02.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F09.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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・5つの中から2つ選んだ措置

については10月1日より前に、

過半数組合または労働者代表

の意見聴取を行うことが必要。

・3歳誕生日の1か月前までの1

年間に措置の内容を知らせる

ことや労働者の意向確認をす

ることは、10月1日以降で構わ

ない。

意見聴取の方法は定めれていませんが、記録に残る方法がよいと思われます。既にフレックス制度等が導入されている企

業の場合、当該措置を「柔軟な働き方を実現するための措置」とすることも可能です。（過半数組合等からの意見聴取

要）また、並行して、育児当事者等労働者の意向を確認するためのアンケートを実施することも望ましいとされています。

2025年10月1日 規則・労使協定の改定
ー⑩柔軟な働き方を実現するための措置等―【Q＆A】

●過半数組合・労働者代表の意見聴取の時期 / 対象者への意向確認時期

育児

【引用】厚生労働省：令和６年改正育児・介護休業法に関するQ＆A（令和７年１月23日時点）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
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・柔軟な働き方の措置は、労

働者の職種や配置等から、利

用できないことがあらかじめ

想定できるものを措置するこ

とは、措置義務を果たしたこ

とにならない。

・企業単位だけでなく

●事業所単位

●事業所内のライン単位

●職種単位

での設置が可能。

2025年10月1日 規則・労使協定の改定
ー⑩柔軟な働き方を実現するための措置等―【Q＆A】

●柔軟な働き方を実現するための措置義務の、選択の仕方について

正規・非正規で異なる措置を講ずることもOK

ですが、パートタイム有期雇用労働法により、

不合理な待遇差に当たらないことが求められま

す。異なる措置をする場合はその理由を説明で

きなければなりません。

育児

【引用】厚生労働省：令和６年改正育児・介護休業法に関するQ＆A（令和７年１月23日時点）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
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・シフト制の労働者が

希望した場合、一定の

シフトのみとすること

を認める措置は「始業

終業時刻の変更」の措

置を講じたことになる。

（「一定のシフト」は

会社で定めてもよい）

・単に『シフト制』と

いうことだけでは、

「始業時刻の変更」の

措置がされたことには

ならない。

2025年10月1日 規則・労使協定の改定
ー⑩柔軟な働き方を実現するための措置等―【Q＆A】

１、始業終業時刻等の変更

育児

【引用】厚生労働省：令和６年改正育児・介護休業法に関するQ＆A（令和７年１月23日時点）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
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2025年10月1日 規則・労使協定の改定
ー⑩柔軟な働き方を実現するための措置等―【Q＆A】

２、テレワーク等（10日以上/月）

・テレワーク等の利用

可能日数は

1か月に10日

3か月に30日

等でも問題なし。

（平均して1か月に10

日であればOK）

・所定労働日が少ない

労働者のテレワーク等

の日数は

所定4日 8日/月

所定3日 6日/月

とする。

テレワーク等は、時間単位の取得も「可」とする必要があ

ります。通勤時間の取り扱いについては、別途規程で定め

ることが望ましいです。

育児

【引用】厚生労働省：令和６年改正育児・介護休業法に関するQ＆A（令和７年１月23日時点）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
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・保育施設の設置運営

はベビーシッターの費

用補助でもOK。

・費用の一部負担の程

度に、基準はなし。

（何割負担でもOK）

・カフェテリアプラン

の中にベビーシッター

サービスが入っていれ

ば措置を講じたことに

なる。

2025年10月1日 規則・労使協定の改定
ー⑩柔軟な働き方を実現するための措置等―【Q＆A】

３、保育施設の設置運営等

育児

【引用】厚生労働省：令和６年改正育児・介護休業法に関するQ＆A（令和７年１月23日時点）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
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・付与方法は

●1年に10日

●半年ごとに5日

●1か月ごとに1日

などでＯＫ。

1年につき10労働日以

上使える設定になって

いれば問題なし。

2025年10月1日 規則・労使協定の改定
ー⑩柔軟な働き方を実現するための措置等―【Q＆A】

４、養育両立支援休暇

育児

養育両立支援休暇は、

「無給」で構いません。

「中抜け」も認めなくてよ

いとされています。

【引用】厚生労働省：令和６年改正育児・介護休業法に関するQ＆A（令和７年１月23日時点）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
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・所定労働時間が6時

間以下のパートがいる

場合でも「短時間勤務

制度」を選択した場合

は、措置済みとみなし

てよい。

・ただし、正社員には

「短時間勤務制度」以

外の2つの措置を講じ、

パートには「短時間勤

務制度」を含む2つの

措置を講ずる場合には、

合理的な説明ができな

ければならない。

2025年10月1日 規則・労使協定の改定
ー⑩柔軟な働き方を実現するための措置等―【Q＆A】

５、短時間勤務制度

育児

【引用】厚生労働省：令和６年改正育児・介護休業法に関するQ＆A（令和７年１月23日時点）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
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運用等・その他留意点の対応



2025年4月1日 改正

社会保険労務士法人 大野事務所 38

施行日
法律

改正概要

① 子の看護休暇の見直し

② 残業免除の対象拡大

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

④ 育児のためのテレワーク導入【努力義務】

⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

⑥ 介護休暇の見直し

⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備

⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

⑨ 介護のためのテレワーク導入【努力義務】

育児

介護

規則改定

規則改定

規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

運用等

運用等

運用等



改正前 改正後

男性の「育児休業等の取得率」ま
たは「育児休業等と育児目的休暇
の取得率」の公表

＜適用範囲＞
従業員１,０００人超の企業

＜公表方法＞
年１回、公表を行う日の属する事
業年度の直前の事業年度（公表前
事業年度）の終了後おおむね３か
月以内に、インターネット等の方
法で公表
（両立支援ひろば：
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/）

＜適用範囲＞
従業員３００人超の企業

＜公表方法＞
改正なし

社会保険労務士法人 大野事務所 39

例えば・・
3月決算の場合初回公表期限は2025.6月末です。
≪従業員数とは次の者の総数をいいます≫
・期間の定めなく雇用されている者
・有期契約社員や日雇い社員のうち、過去1年以上引

き続き雇用されている者、または1年以上引き続き
雇用されると見込まれる者。

2025年4月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大― 育児

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
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2025年4月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大―【Q＆A】

300人超の企業は、公表前事業年度の「配偶者が出産した男性社員」の人数把握が必

要になりますので、予め準備をしておきましょう。

●公表内容とは

育児を目的とした休暇

制度（育児目的休暇）

の導入は努力義務のた

め、導入していない会

社は、①の取得割合を

公表することとなりま

す。

育児

【引用】厚生労働省：令和６年改正育児・介護休業法に関するQ＆A（令和７年１月23日時点）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf


2025年4月1日 改正

社会保険労務士法人 大野事務所 41

施行日
法律

改正概要

① 子の看護休暇の見直し

② 残業免除の対象拡大

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

④ 育児のためのテレワーク導入【努力義務】

⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

⑥ 介護休暇の見直し

⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備

⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

⑨ 介護のためのテレワーク導入【努力義務】

育児

介護

規則改定

規則改定

規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

運用等

運用等

運用等



改正後

【新設】
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするた
め、事業主は①～④のいずれかの措置を講じなければならない

① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
（相談窓口設置）

③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の
 事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の
利用促進に関する方針の周知

社会保険労務士法人 大野事務所 42

2025年4月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑦介護離職防止のための雇用環境整備― 介護
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2025年4月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑦介護離職防止のための雇用環境整備―【参考】 育児
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・研修はまとめて実施し

ても構わない。

・すべての対象者に実施

することが望ましいが、

少なくとも管理職につい

ては受けたことがある状

態にすること。

・動画でも構わないが、

事業主の責任において受

講管理すること。

・資料の配布や動画の掲

示のみでは研修を実施し

たことにはならない。

2025年4月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑦介護離職防止のための雇用環境整備―【Q＆A】

●介護離職防止のための雇用環境整備（研修の実施）

介護

【引用】厚生労働省：令和６年改正育児・介護休業法に関するQ＆A（令和７年１月23日時点）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
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【引用】厚生労働省：育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページ（ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai_kensyu_2024.html）

１、研修の実施

2025年4月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑦介護離職防止のための雇用環境整備―【実務対応】

厚労省の「育児・介護と仕事の両立のための

従業員研修特設ページ」に、研修で使える動

画や、資料が掲載されていますので、ご参考

ください。

介護

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai_kensyu_2024.html
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【引用】愛媛労働局：相談窓口の設置周知例
（ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F04.doc&wdOrigin=BROWSELINK）

2025年4月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑦介護離職防止のための雇用環境整備― 【実務対応】

育児休業等の相談窓口設置の周知例が、愛媛労働

局のHPに掲載されています。

「②相談窓口の設置」を選択した場合は、こちら

を参考に、介護休業や介護両立支援制度等（残業

免除や介護休暇など）の相談窓口を周知すること

となります。

２、相談窓口設置

介護

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F04.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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【引用】厚生労働省：13-5 （介護休業等）事例紹介、制度・方針周知ポスター例 [1,093KB]
（ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001397899.doc&wdOrigin=BROWSELINKl）

2025年4月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑦介護離職防止のための雇用環境整備― 【実務対応】

３、事例の収集・提供

介護

介護休業や、介護両

立支援制度の取得事

例の公表例が、厚労

省のHPに掲載されて

います。

「③事例の収集・提

供」を選択した場合

は、こちらを参考に

されるとよいでしょ

う。

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001397899.doc&wdOrigin=BROWSELINKl
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「④利用促進に関する方針の周知」を選択した場

合は、こちらを参考に、介護休業や、介護両立支

援制度等（残業免除や介護休暇など）の利用促進

に関する方針を周知されるとよいでしょう。

同じ書式のなかに、今回の法改正対応の様々な書

式が記載されていますので、是非ご確認ください。

2025年4月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑦介護離職防止のための雇用環境整備― 【実務対応】

４、利用促進に関する方針の周知

介護

【引用】厚生労働省： 04 参考様式 （令和7年4月1日、10月1日施行対応版 個別周知・意向確認書記載例、事例紹介、制度・方針周知 ポスター例）
（ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F04.doc&wdOrigin=BROWSELINK）

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F04.doc&wdOrigin=BROWSELINK


2025年4月1日 改正
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施行日
法律

改正概要

① 子の看護休暇の見直し

② 残業免除の対象拡大

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

④ 育児のためのテレワーク導入【努力義務】

⑥ 介護休暇の見直し

⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備

⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

⑨ 介護のためのテレワーク導入【努力義務】

育児

介護

規則改定

規則改定

規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

追加の場合は
規則改定

運用等

運用等

運用等



改正後

【新設①】
介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

＜周知事項＞
① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等（制度の内容）
② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先（例：人事部など）
③ 介護休業給付金に関すること

＜個別の周知・意向確認方法＞
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

注：①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ
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2025年4月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等― 介護



改正後

【新設②】
介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

＜情報提供期間＞
① 労働者が40歳に達する日（誕生日前日）の属する年度（１年間）
② 労働者が40歳に達する日の翌日（誕生日）から１年間のいずれか

＜情報提供事項＞
① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等（制度の内容）
② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先（例：人事部など）
③ 介護休業給付金に関すること

＜情報提供の方法＞
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれか
注：①はオンライン面談も可能。

■情報提供の望ましい対応
＊「介護休業制度」は「介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものであること」など、各種制度の趣旨・
目的を踏まえて行うこと ＊情報提供の際に、併せて介護保険制度について周知すること
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2025年4月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等― 介護
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●出向者への個別周知や雇用環境整備について

2025年4月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等―【Q＆A】

出向者の場合

⑦雇用環境整備の措置

⑧個別周知、意向確認

↓

雇用管理を行っている事

業主が行う。

（原則として出向元）

⑧個別の周知、意向確認は、人事部からではなく所属長などから行ってもOKです。

その場合は、労働者が意向を表明しにくい状況にならないように、実施者（所属

長など）への教育が必要となります。

育児

【引用】厚生労働省：令和６年改正育児・介護休業法に関するQ＆A（令和７年１月23日時点）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
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40歳 介護に直面

40歳の年度 or 40歳～1年間の間に
『情報提供』

≪内容≫ ① 介護休業に関する制度や
  介護両立支援制度等

 ② ①の申出先
          ③ 介護給付金に関すること

≪方法≫ 面談（オンライン可）、書面、
 FAX、メール

※対象となる労働者にまとめて周知も可

介護に直面した旨を申出た労働者に
『情報提供』＋『意向確認』

≪内容≫ 左の①②③
 +利用の意向確認

≪方法≫ 面談（オンライン可）、書面、
 FAX、メール

※FAX、メールは労働者が希望した場合のみ

≪雇用環境整備≫ 2025年4月1日 以下のいずれかの措置を講ずる。（複数が望ましい）
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備（相談窓口設置）
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

従業員の年齢・タイミングに応じて

2025年4月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑦⑧介護対応スケジュール―【参考】

2025.4.1

介護

40歳の年度 or 40歳～1年間の間に
『情報提供』

介護に直面した旨を申出た労働者に
『情報提供』＋『意向確認』
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施行日
法律

改正概要

⑩ 柔軟な働き方を実現するための措置等

⑪ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
育児

2025年10月1日 改正

運用等

規則改定
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改正後

【新設①】
妊娠・出産等の申出時と子が３歳になる前の個別の意向聴取

＜意向聴取の時期＞
① 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
② 労働者の子が３歳の誕生日の１か月前までの１年間

(１歳11か月に達する日の翌々日～２歳11か月に達する日の翌日まで)

＜聴取内容＞
① 勤務時間帯（始業および終業の時刻）
② 勤務地（就業の場所）
③ 両立支援制度等の利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業条件 (業務量・労働条件見直し等)

＜意向聴取の方法＞
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれか
注：①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ

■意向聴取の望ましい対応
＊「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも意見聴取を実施すること

2025年10月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮― 育児
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改正後

【新設②】
聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、
自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

＜具体的な配慮の例＞
・ 勤務時間帯、勤務地にかかる配置
・ 両立支援制度等の利用期間等の見直し
・ 業務量の調整
・ 労働条件の見直し 等

■配慮の望ましい対応
＊子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を

延長すること
＊ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること

2025年10月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮― 育児



社会保険労務士法人 大野事務所 57

2025年10月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮―【参考】 育児

【引用】厚生労働省：育児・介護休業法改正ポイントのご案内 （パンフレット）（ 001259367.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
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2025年10月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮―【実務対応】

必ずしも希望が

すべて実現する

わけではないこ

とを、お伝えし

ておきましょう。

育児

●個別の意向聴取書記載例

【引用】厚生労働省： 04 参考様式 （令和7年4月1日、10月1日施行対応版 個別周知・意向確認書記載例、事例紹介、制度・方針周知 ポスター例）
（ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F04.doc&wdOrigin=BROWSELINK）

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F04.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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・聴取した意向について、

必ず希望をかなえないと

いけないわけではない。

・検討した上で対応が困

難な場合は丁寧に説明を

行うことが重要。

このうち、3歳前の意向

聴取は「柔軟な措置の

個別周知・意向確認」

と一緒のタイミングで

行うとよいですね。

2025年10月1日 運用等・その他留意点の対応
ー⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮―【Q＆A】

●具体的な配慮について

育児

【引用】厚生労働省：令和６年改正育児・介護休業法に関するQ＆A（令和７年１月23日時点）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf


ご視聴ありがとうございました。
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